
                                      参考 

保医発 0913 第６号 

令和４年９月 13 日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

後期高齢者医療制度における一部負担金の負担割合の見直しに係る 

費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載について 

 

 

後期高齢者医療制度については、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保

険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の公布について（通知）」（令和

４年１月４日保発 0104 第１号）において、一定以上の所得を有する者の医療費の窓口負担

割合を２割とするとともに、令和４年 10 月１日から令和７年９月 30 日までの間、２割負担

対象者について、月間の外来療養に係る負担増加額を３千円に抑える配慮措置を講ずること

が示された。 

本配慮措置に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保

険発第 82 号）及び「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」（平成 18 年３月 30 日

保医発第 0330008 号）（以下「記載要領通知」という。）における診療報酬明細書等の特定

疾病療養（マル長）の記載について、今般、下記のとおり取扱いを変更することとしたので、

貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いする。 

 

記 

 

１ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証

情報を提供し、入院外分で特記事項「41 区カ」に該当する患者については、その負担額

が、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19 年政令第 318 号）第 15 条第６項

に規定する金額を超えない場合についても、特記事項「02 長」を記載すること。 

 

２ １を踏まえた記載要領通知については、別添１及び別添２を参考とされたい。 

 

３ この配慮措置については、令和４年 10 月診療分から令和７年９月診療分まで実施す

ることとしているが、本取扱いの終期については、この間の状況を踏まえ、改めてお知

らせする。  



（別添１） 

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号） 

※今回の留意点は下線部参照 

 

別添１  診療報酬請求書等の記載要領   

 

Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領 

第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第２） 

２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項 

(13) 「特記事項」欄について 

記載する略号をまとめると、以下のとおりであること。なお、電子計算機の場合はコードと略号を

記載すること。 

コード 略 号 内       容 

０２ 長 以下のいずれかに該当する場合 

① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出又は特定疾病療養受療証情

報を提供した患者の負担額が、健康保険法施行令第 42 条第９項第１号に規定

する金額を超えた場合（ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出又は特定

疾病療養受療証情報の提供を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて

受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。） 

② 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療

養受療証情報を提供した患者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第

６５項に規定する金額を超えた場合（ただし、患者が後期高齢者医療特定疾

病療養受療証の提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報の提供を行

った際に、既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって、現

物給付化することが困難な場合を除く。） 

③ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療

養受療証情報を提供した患者であって、特記事項「41」に該当する患者の入

院外分の負担額が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第６項に規定する金額以

下である場合 

 

  (27) 後期高齢者医療におけるその他 

    ア 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報を提供

した患者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第６５項に規定する金額を超えた場合にあ

っては、「特記事項」欄に「長」と表示すること。ただし、患者が後期高齢者医療特定疾病療養受

療証の提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報の提供を行った際に、既に同項に規定す

る金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除くこと。 

      また、特記事項「41」に該当する患者の入院外分の診療報酬明細書については、その負担額

が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第６項に規定する金額以下である場合であっても、「特記事

項」欄に「長」と表示すること。 

  



（別添２） 

 

「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」（平成18年３月30日保医発第0330008 号） 

※今回の留意点は下線部参照 

 

別紙  訪問看護療養費請求書等の記載要領   

 

Ⅱ 請求書等の記載要領 

第２ 明細書に関する事項（様式第四） 

13 「特記」欄について 

次の表の内容に該当する特記事項を記載する場合は、略称を記載すること。 

なお、電子計算機の場合はコードと略称を記載すること。 

コー

ド 

略号 内容 

０２ 長 以下のいずれかに該当する場合 

① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出又は特定疾病療養受療証情報

を提供した患者の負担額が、健康保険法施行令第 42 条第９項第１号に規定す

る金額を超えた場合（ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出又は特定疾病

療養受療証情報の提供を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領し

ている場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。） 

② 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療養

受療証情報を提供した患者の負担額が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第６

５項に規定する金額を超えた場合（ただし、患者が後期高齢者医療特定疾病療

養受療証の提示又は後期高齢者医療特定疾病療養受療証情報の提供を行った際

に、既に同項に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化

することが困難な場合を除く。） 

③ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示又は後期高齢者医療特定疾病療養

受療証情報を提供した患者であって、特記事項「41」に該当する患者の入院外

分の負担額が、高齢者医療確保法施行令第 15 条第６項に規定する金額以下で

ある場合 

 


